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【表紙写真】 

 南城市知念岬公園より中城湾港を臨む（左奥は勝連半島、右奥は津堅島） 



 

 

 

中城湾港港湾環境保全計画の発刊にあたって 

 
中城湾港
なかぐすくわんこう

は、沖縄島中南部の東海岸に位置し、南北

2つの半島（知念
ち ね ん

半島、勝連
かつれん

半島）及び 2つの離島（久高
く だ か

島、津堅
つ け ん

島）に囲まれた、全国第 2位の広大な港湾区域

を有する重要港湾※（p1）です。 

ここには様々な生物が生育・生息しており、それらを

育む干潟、藻場、サンゴ礁等が広く分布しています。 

この自然環境下で、私たちは、漁業、潮干狩りなどの

自然の恩恵を享受しています。 

しかしながら、中城湾港の自然環境が悪化しつつあり、生物もその影響を受けている

ことが、環境データや学識経験者の指摘から科学的に分かってきました。 

一方、最近の港湾環境政策の動向として、港湾が持続可能な発展を遂げていくために

「港湾行政のグリーン化」（平成17年5月、国土交通省）、すなわち「港湾の開発・利用と

環境の保全・再生・創出を車の両輪として捉え、港湾における環境保全への配慮につい

ても港湾行政の重要な使命として積極的に取り組んでいく」という行政の基本的な方向が

示されました。 

沖縄県は、このような情勢を踏まえつつ、「沖縄県環境基本計画」（平成 15 年 4 月、

沖縄県）における「豊かな自然環境に恵まれたやすらぎと潤いのある沖縄県」の実現

を目指すという考え方に沿って、中城湾港における環境上の課題を解決するために、

「中城湾港港湾環境保全計画」の策定と推進に取組むこととしました。 

本計画では、沖縄県及び沿岸7市町村の関係行政機関（p40～41）が、横断的連携により

60 項目の行動計画（アクションプラン）p36～39  を定めており、平成 19 年度～平成

28 年度まで適宜拡充・見直しを行いながら継続実施していくこととしています。また、

計画の確実な実行性を確保するため、平成 19 年度より「中城湾港環境保全対策報告

検討会（仮称）」を設置します。 

中城湾港周辺における環境改善としては、南城市において、汚水処理施設※（p12）への

接続世帯数が増加した結果、砂浜に貝類が戻ってきた事例があり、環境行政と地域住民の

連携により実現した好例と言えます。 

中城湾港の豊かな自然環境を保全するためには、行政と住民が一体となって取り組んで

いくことが重要であり、本計画がその具体的な行動指針として積極的に活用されることを

願っています。 

 
平成 19 年 3 月 

沖縄県知事  仲
なか

井
い

眞
ま

 弘
ひろ

多
かず

（   ）
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新港地区

西原・与那原地区

トカゲハゼ

※「重要港湾」とは？ 

国際海上輸送網又は国内海上

輸送網の拠点となる港湾その他の

国の利害に重大な関係を有する

港湾で、政令で定めるものをいう。

参考）「港湾法」（昭和 25 年 5月、

国土交通省） 
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1 はじめに 

中城湾港は、沖縄島中南部の東海岸に位置し、広大な海域を

有する天然の良港として、古くから利用されてきました。 

本港は、沖縄の本土復帰をもって重要港湾※のひとつに指定

され、「沖縄振興開発計画」（昭和47年 12月～、沖縄開発庁）

及び「沖縄振興計画」（平成 14年 7月、内閣府沖縄総合事務

局）の下、流通加工産業の拠点としての「新港地区」（うるま

市、沖縄市）、海辺のアメニティー豊かなまちづくりを推進す

る「マリン・タウン・プロジェクト（西原・与那原地区）」、

国際交流リゾート拠点及び海洋性レクリエーション活動拠点と

なる「マリンシティ泡瀬」（沖縄市）など、地域のニーズに基

づいた港湾の整備が進められています。 

また、これらの港湾整備においては、環境影響評価や環境監

視調査が行われ、環境保全対策が講じられてきたほか、「中

城湾全体におけるトカゲハゼ保全計画」(平成 7年 9月、沖縄

県)及び「中城湾港泡瀬地区の港湾環境計画」（平成7年10月、

中城湾港港湾管理者）の策定等の取組みも行われてきました。

さらに陸域では、下水道の整備及び水洗化の促進、浄化槽の

設置・管理、「沖縄県赤土等流出防止条例」（平成 6 年 10

月、沖縄県）による規制等も行われてきました。 

これらの環境対策は一定の成果を上げてきたものの、海域の

ＣＯＤ75％値は近年上昇傾向にあり、水質の悪化が懸念されて

います（図 2-4、p8）。また、平成 15 年には、泡瀬地区埋立

事業の過程で、希少種扱いとされるウミヒルモ類（海草類）

及びニライカナイゴウナ（貝類）等が新たに発見されるなど、

本港が生物多様性に富むことが確認されています（p22）。 

このような状況を踏まえて、中城湾港港湾管理者は、本港の持続可能な発展、利用を

図り、自然環境の保全に取組むため、沖縄県文化環境部と連携し、県関係部局及び沿岸

７市町村、学識経験者等の協力を得て「中城湾港港湾環境保全計画」を策定しました。 

本計画の策定に当たっては、科学的知見の観点より計画全体の審議を行う「中城湾港港

湾環境保全計画検討委員会」と、関係行政機関の横断的連携のもと計画の実行性の観点より

検討する「中城湾港行政連絡会」を設置し、平成 16年度から平成 18 年度の 3年間でとりま

とめました（図 1-1、p2）。 

第第 11 章章  序序  論論  



 

                                   第 1 章 序論 

 

 2

2 中城湾港港湾環境保全計画と関係法令等との関係 

「中城湾港港湾環境保全計画」と関係法令等との関係について、図 1-2に示しました。 

沖縄県においては、「環境基本法」（平成5年11月、環境省）のもと、「沖縄県環境基本条例」

（平成 12年 3月、沖縄県）が制定されており、その基本理念は以下の通りです。 

・ 恵み豊かな環境の享受と将来世代への継承 

・ 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築 

・ 人と自然が共生し、豊かな自然環境の保全と快適な生活環境の実現 

・ 地球環境保全の積極的な推進 

また、同条例では、県の責務として、「基本理念に則り、環境の保全及び創造に関する総合的な

施策を策定し実施するとともに、実施に当たっては環境の保全及び創造に配慮すること」が

求められており、「県は、施策の策定及び実施に当たっては、市町村と連携、協力を図る

こと」とされています。 

従って、県では「沖縄振興計画」を環境面から推進する役割を持つ「沖縄県環境基本計画」を

定め、「豊かな自然環境に恵まれたやすらぎと潤いのある沖縄県」の実現に向け、「循環」、

「共生」、「参加」、「地球環境保全」を基本目標として、環境の保全及び創造に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図ることとしています。「沖縄県環境基本計画」は、海域や

海岸線の環境関連の施策、海域への汚濁負荷に関わる背後陸域の環境関連の施策及び事業別

環境配慮指針等について明記しており、同指針では、「港湾については、自然環境に配慮

するとともに、県民に開放された水辺空間の整備に努める」こととしています。 

また、「中城湾港港湾環境保全計画」は、「第 2次沖縄県社会資本整備計画」（平成 17年

3月、沖縄県）の「第3章 施策・事業の展開」において、「海域環境の再生」としても位置

づけられています。 

そのため、本計画の策定に当たっては、国及び県が制定・策定した「環境基本法」、「沖縄県

環境基本条例」及び「沖縄県環境基本計画」等の環境施策との密接な関係に十分配慮して

取組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

注）ワーキング・グループは、中城湾港行政連絡会の下部組織（実務担当者会議）である。 

図 1-1 中城湾港港湾環境保全計画の策定に係る会議 

中城湾港行政連絡会 ワーキング・グループ中城湾港港湾環境保全計画検討委員会
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図 1-2 中城湾港港湾環境保全計画と関係法令等との関係 

環  境  基  本  法 関  係  法  令 

国・環境基本計画 各 種 計 画 

沖 縄 県 環 境 基 本 条 例 沖  縄  県  関  係  条  例 

第 7 条 

第 36 条 

第 9  条 

第 15 条 

第 15 条 

各主体の役割 

第 8 条 

第 9 条～第 27 条 

【凡例】 

：法令等に基づくもの 

：基本計画等と整合を図るもの 

環境保全実施計画 その他の分野別計画 

沖  縄  振  興  計  画 

沖 縄 県 環 境 基 本 計 画 

環境の保全を目的とする計画（事業含む） 

環
境
問
題
や 

課
題
の
解
決 

公害の防止や廃棄物対象 

自然環境の保全 

環境の創出 

環境の管理・啓発・環境教育等 

地球環境の保全 

他の計画（事業含む） 

事 

業
の
推
進

県土保全 

交通・通信 

産業振興 

都市・生活基盤整備 

中城湾港港湾環境保全計画の策定までの流れ

科学的知見、関係行政機関の横断的連携及び 

計画の実行性の観点から計画内容を審議・検討 

中城湾港の自然環境保全を目的 

としたアクションプランの策定 

中城湾港港湾環境保全計画

学識経験者及び関係行政機関による「中城湾港港湾環境保全計画検討委員会」の設置 

中城湾港の持続可能な発展・利用を図り、環境保全に取組むパートナーシップの構築 

その他の法律に 

基づく分野別計画
 
例）「第 2次沖縄県社会

資本整備計画」など

港湾法

「港湾計画」 

「港湾環境計画」 

下水道法

「流域別下

 水道整備

 総合計画」

海岸法 

「海岸保全 

 基本計画」 

河川法

「河川整 

備計画」

都市計画法 

「都市計画」

「ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ」

など 

アクションプラン策定に係る関係行政機関による「中城湾港行政連絡会」の設置 

（平成 18 年度策定） 

（平成 16 年度～ 

  平成 18年度）

港湾行政のグリーン化（国土交通省）

港湾の開発・利用と環境の保全･再生・

創出を車の両輪として捉える考え方
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3 中城湾港の目指す方向性 

沖縄県は、「沖縄県環境基本計画」の目的である「豊かな自然環境に恵まれたやすらぎと

潤いのある沖縄県」の実現に向け、県及び沿岸 7市町村の関係行政機関、地域住民、事業者、

ＮＰＯ※（p28）、学識経験者との連携・協力のもと、中城湾港の持続可能な発展を遂げて

いくために、国及び県の環境施策に基づき自然環境の保全に取組みます。 

また、平成 17 年 5 月に国土交通省港湾局より示された「今後の港湾環境政策の基本的な

方向」として「港湾の開発・利用と環境の保全・再生・創出を車の両輪として捉え、港湾

行政のグリーン化を図っていく」との考えを踏まえ、本計画を推進していきます。 

 

4 計画の推進期間 

本計画の推進期間は、平成 19年度から平成28年度までの 10年間とします。 

 

5 計画の対象地域 

本計画の対象地域は、図 1-3に示す中城湾港港湾区域とその周辺海域及び沿岸 7 市町村

（うるま市、沖縄市
おきなわし

、北中城村
きたなかぐすくそん

、中城村
なかぐすくそん

、西原町
にしはらちょう

、与那原町
よなばるちょう

、南城市
なんじょうし

）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 対象地域及び沿岸７市町村の人口 

15,330 人 

33,917 人 

南城市

うるま市

沖縄市

北中城村

中城村 

西原町

与那原町

中城湾港

80,493

人 

127,415 

人 

15,779 人 

16,152 人 

17,349 人 

注）うるま市の人口は勝連地区・具志川地区の人口を

南城市の人口は佐敷地区・知念地区の人口を指す。

沿岸人口：約 30 万人

※人口は平成 18 年 10 月現在を示す。 

  は人口に対する相対的な大きさを表す。 

Ｎ 

【凡例】 

    ：市町村界 

    ：河川・小排水路 

    ：港湾区域 
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第2章  中城湾港の現状と課題 

 

 

 

1 人と環境との関係 

私たちは、日常生活や産業活動等により様々な環境負荷※を生み出しているとともに漁業や海水

浴など自然との関わりも持ち合わせています。そこで、本章では、人の活動による環境負荷（図 2-2、

p6）の実態とその環境下における人と自然との関係（図 2-3、p7）について、中城湾港における

自然科学に関するこれまでのデータや知見を収集し、今後、私たちが解決すべき課題について

整理しました。 

中城湾港における人の活動による環境負荷と環境との関係について、図 2-1 に概要を示しました。 

人の活動による環境負荷が小さいと、環境は左向きの青色の矢印のように“再生・維持”へと

向かい、人と自然との関係が緊密化します。それが環境への配慮、環境意識の向上につながり、

好循環が保持されると考えられます。 

一方、人の活動による環境負荷が大きいと、環境が右向きの茶色の矢印のように“劣化・喪失”

へと向かい、人と自然との関係が希薄化し、環境への配慮不足、環境意識の低下へと向かう

悪循環に陥ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 人の活動による環境負荷と環境との関係の概要 
 

※「環境負荷」とは？ 

人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものを「環境負荷」

と言います（図 2-2、p6）。                   参考）「環境基本法」（平成 5 年 11 月、環境省）

劣化・喪失 

人と自然との

関係の希薄化

環境への 

配慮不足 

環境負荷

（海離れ、川離れ） 

悪 循 環 

再生･維持 

人と自然との 

関係の緊密化 

（漁業、潮干狩りなど） 

好 循 環 

人の活動 

環境への 

配慮 

○小  

環境負荷 

○大

環境負荷

削減努力

環境意識の

低下 

環境意識の

低下 

環境意識の

向上 

第第 22 章章  中中城城湾湾港港 のの現現状状とと課課題題   
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私たちは、環境負荷削減に努力しているものの、人の活動（日常生活、産業活動、開発行為、

違法行為等）により、中城湾港へ環境負荷を与え続けている状況です（図 2-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）  は、法律、条例、指針等による規制を示す。 

図 2-2 人の活動による環境負荷 

 

中 
 
 

城 
 
 

湾 
 
 

港 

日常生活 

単独処理浄化槽設置世帯及び汲み取り世帯については未処理のまま排出 

・下水道法

・浄化槽法 
・沖縄県浄化槽取扱

要綱 

第 1 次 

産業活動 
(農業) 

家畜排せつ物

農 薬・肥 料

土    壌

・家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律 

・食品衛生法
・農薬取締法

・沖縄県赤土等流出防止条例

工場･事業場排水
・水質汚濁防止法 
・沖縄県公害防止条例

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・沖縄県ちゅら島環境美化条例 

陸域

陸域

海域

・公有水面埋立法 
・環境影響評価法 
・沖縄県環境影響評価条例

生 活 雑 排 水
（台所・風呂・洗濯）

違法行為 
（陸域・海域） 

ゴ    ミ
不法投棄 

人の活動による環境負荷 

第2次,第3次 

産業活動 
(工場、事業場) 

市街化及び 

関連施設整備等 

開発行為 

土地改良等 

親水性に欠如

した護岸築造等 陸と海の分断

土    壌

路 面 排 水

濁   り 

陸域

・沖縄県赤土等流出防止条例

地形の改変 

埋立、浚渫等 

汲 み 取 り

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律 

下  水  道

集 落 排 水

し尿（トイレ）

・農業集落排水 
施設設計指針等 

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽
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また、中城湾港には豊かな自然環境が広がり、多種多様な生物が生育・生息しています。私

たちは、中城湾港へ環境負荷を与え続けつつも、その自然の恩恵を享受し、利活用もしていま

す（図 2-3）。 

 

 

 

 

 

中   城   湾   港 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 人と自然との関係 
 

 

 

 

 

※「浜下り」（ハマウリ、ハマオリ）とは？ 
 
潮干狩りの行事。旧暦三月三日の春の大潮の日に浜に出て遊ぶ。実態は潮干狩りであるが、単に貝を拾うだけでなく、季

節の巡りを祝って潮で身を清めるという意味がある。 

参考）「オキナワなんでも事典」（池澤夏樹、新潮文庫）

自然の恩恵の享受 

場の利活用 

環境負荷 

人の活動による環境負荷（図 2-2） 

自然に対する理解

中 
 
 

城 
 
 

湾 
 
 

港 環境学習 

・干潟生物観察会 

・野鳥観察会 

・自然観察会など 

自然との触れ合いの場 

・海浜緑地 

・海水浴場 

・マリンスポーツなど 

自然の恩恵 

・漁業 

・潮干狩り 

・海藻採り 

・磯遊び(浜下り※等) 

・釣りなど 

ヒジキ オキナワモズク 

 
 
 
 
 

人 

・魚介類 

・海藻類  ヒジキ 

 ヒトエグサ（方言名：アーサ） 

オキナワモズク(方言名:スヌイ)など 

ヒトエグサ

写真提供：香村眞徳

 
人と自然との関係 
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2 人の活動による環境負荷 

2．1  海域環境と社会情勢の変化 

中城湾港における水質の状況について、図 2-4 に示しました。左上のグラフは、沖縄県文化

環境部が水質汚濁防止法に基づき毎年実施している水質調査の結果をもとに、中城湾港の環境基準点

及び補助測定点の全7地点におけるＣＯＤ※75％値※の平均を示したものです。この結果から、

中城湾港全体では、ＣＯＤ75％値が近年上昇傾向にあることが分かります。 

なお、環境基準の達成状況については環境基準点（ ：3地点）の測定値が対象であり、中城湾港に

おいては、これまでのところ環境基準値（Ａ類型：2.0ｍｇ/Ｌ 以下）を満たしています。 

また、中城湾港へのＣＯＤの排出負荷量の割合をみると、生活系が約 70％と大半を占めて

いるものの、工業系、面源系、家畜系についても削減する必要があることから、それぞれを所管する

関係行政機関、地域住民、事業者等による環境対策の連携・協力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 中城湾港における水質の状況 

Ｃ
Ｏ

Ｄ
 

（mg/L） 

※「75％値」とは？ 

年間の日間平均値の全データを小さ

いものから順に並べて（全データ数×

0.75）番目にあたる値のことです。 

環境基準が達成されているか否かは、

環境基準点における 75％値が環境基準

値（中城湾港はＡ類型：2.0ｍｇ/L）を

満たしているかによります。 

参考)｢水質測定結果｣(沖縄県文化環境部)

※「ＣＯＤ」とは？ 

化学的酸素要求量。水中の有機汚濁

物質を酸化剤で化学的に酸化するとき

に消費される酸素の量で水質汚濁の程

度を示したもので、その数値が大きいほ

ど水中の有機物は多いことになり、汚濁

の程度も大きい傾向があります。 

参考）沖縄県環境白書（沖縄県）

Ｎ

参考）「水質測定結果」（沖縄県文化環境部）

【凡例】 

：環境基準点 

：補助測定点 

：市町村界 

：河川・小排水路

：港湾区域 

中城湾港港湾管理者による試算結果 

【中城湾港へのＣＯＤの排出負荷量の割合】 

※面源系には農地を含む。 
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中城湾港におけるＣＯＤ75％値の経年変化 
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中城湾港及びその周辺海域における恒流※については、図 2-5 に示すとおり、反時計回りに

なっています。この流れに乗って、中城湾港に浮遊しているゴミが、湾内南部方面に漂流し、

一部が漂着していると言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）地形及び名称は、平成 9年 12 月現在。 

参考）「中城湾海域図 恒流図」（第十一管区海上保安本部ホームページ内） 

（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/atlas/tide-cur/const/naka-con.gif） 

図 2-5 中城湾港及びその周辺海域における恒流と漂着ゴミ 
 

底質については、中城湾港全体のデータはありませんが、知念半島周辺における砂泥等の堆積

状況を示す調査結果の一例を、図 2-6 に示しました。これは、海底にアクリルパイプ（直径 5cm

の筒）を挿入し、砂泥等の堆積厚を測定したものです。 

その結果、知念半島周辺において泥を含む堆積物が分布していることが確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 15 年度） 

図 2-6 知念半島周辺における砂泥等の堆積状況 

※「恒流」とは？ 

潮汐や気象などにほとんど影響されない

一定の流れ。 

参考）「海洋調査技術用語事典(第２版)」

（社団法人 海洋調査協会）

Ｎ

Ｎ

漂着ゴミ（南城市） 
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-
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年
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うるま市 沖縄市 北中城村 中城村

西原町 与那原町 南城市 漁業生産量

0 

漁
業
経
営
体
数

漁
業
生
産
量

（2003） （1983） 

中城湾港及び周辺海域は、古くから良好な漁場にもなっています。 

しかし、図 2-7によると、近年、わずかながら漁業経営体数が減少しており、また、漁業生産量に

ついても、20年前の約2/3に減少していることが分かります（中城湾港外の漁獲量も含む。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）うるま市は勝連地区・具志川地区を、南城市は佐敷地区・知念地区を指す。 

参考）「沖縄農林水産統計年報」（漁業センサス年） 

図 2-7 漁業経営体数と漁業生産量の変化 
 

中城湾港は、海岸延長約 64.3km のうち約 52.0km（約 80％）が人工護岸（緩傾斜護岸、混成護岸、

直立護岸）になっています（図 2-8）。 

人工護岸は、越波や洗掘（水流が水底の泥や土を洗い流すこと）等から地域住民の生命・財産

を守るという目的を果たしてはいるものの、自然との触れ合いの場としては利用しにくい状況を

つくり出しています。地元の人々からは「人工護岸や消波ブロックの存在のため、中城湾港は

海辺に近づきにくい」という話があり、また、景観価値が低下することから、環境意識も低下し

ていると懸念されます（図 2-21、p20）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 護岸の種類と整備状況 

直立護岸：南城市冨祖崎 

緩傾斜護岸：北中城村美崎 自然海岸：中城村字当真

混成護岸：沖縄市泡瀬

消波ブロック
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沿岸 7市町村では、図 2-9 に示すとおり、近年人口が増加しており、昭和 45年には約 20万人で

あった人口が平成18年には約30万人となり、平成29年には約40万人（7市町村の試算結果）へと、

約 50 年間で倍増し約 20 万人増加すると試算されています。 

人口増加に伴い、図 2-2（p6）に示す人の活動による環境負荷（日常生活、産業活動、開発

行為、違法行為等）が中城湾港に与え続けられていくことになり、図 2-3（p7）に示す人と自然

との関係（自然の恩恵の享受、環境負荷、自然に対する理解、場の利活用）の希薄化が懸念され

ます。そのため、中城湾港及び背後陸域に関わる全ての人々が連携し、環境負荷削減に努力する

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

注）うるま市は勝連地区・具志川地区を、南城市は佐敷地区・知念地区を指す。 

参考）昭和 45 年～平成 12 年：「沖縄県統計年鑑」（沖縄県統計協会） 

   平成 18 年：「沖縄の統計」（沖縄県統計協会）による。ただし、うるま市の勝連地区・具志川地区と

南城市の佐敷地区・知念地区の人口についてはヒアリングによる。 

   平成 29 年：各市町村の試算結果の合算であり、一般的に人口推計で用いられる国立社会保障・人口問

題研究所の推計結果ではない。 

図 2-9 沿岸７市町村における人口の推移 
 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 中城湾港では、人の活動により様々な環境負荷が与えられており、また一方で、人と自然との

関係も希薄化しつつあります。沿岸 7 市町村においては、今後も人口増加が見込まれ、人の

活動がますます活発化することにより、環境負荷も増加すると見込まれていることから、中城

湾港及び背後陸域に関わる全ての人々が連携し、環境負荷削減に努力することが必要です。 

-
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約50年間で人口が倍増し
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27.0

21.7

17.0

7.7
3.7

-

5
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15
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25

30

COD負荷量（ｇ/日・人）

　　生活排水
　　（①+②）

　　単独処理
　　浄化槽

　　汲み取り 　　合併処理
　　浄化槽

　　下水道

2．2  日常生活による環境負荷 

生活排水（し尿＋生活雑排水）は、それぞれの汚水処理施設※における処理方法により環境への

負荷量が異なります。それぞれの処理方法によるＣＯＤ負荷量の差異を図 2-10 に示しました。 

合併処理浄化槽※設置世帯及び下水道※接続世帯においては、生活排水が処理されて河川や海に

放流されます。一方、単独処理浄化槽※設置世帯及び汲み取り※世帯においては、生活雑排水（台

所･風呂・洗濯など）が処理されずに河川や海に垂れ流しになっています。つまり、合併処理浄化

槽や下水道は、単独処理浄化槽や汲み取りと比較すると、ＣＯＤ負荷を大幅に削減（約 72～86％）

することができるため、好循環（図 2-1、p5）に大きく寄与すると言えます。 

従って、下水道整備済区域※においては下水道への接続が急務であり、区域外においては、合併

処理浄化槽の設置または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が強く求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注）汲み取り世帯のし尿はし尿処理施設に搬送され処理される。 

処理水にもＣＯＤ負荷は含まれるが、汲み取り世帯から発生するＣＯＤ負荷量として算定していない。 

参考）ＣＯＤ負荷量は下記参考資料をもとに算定。 
下水道：沖縄県土木建築部下水道課資料 
その他：「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」（平成 11 年版､社団法人日本下水道協会） 

図 2-10 生活排水処理方法別によるＣＯＤ負荷量の差異 
 

 

 

※「汚水処理施設」の分類 
 

下水道法で定める下水道 公共下水道 流域下水道 都市下水道 特定環境保全公共下水道 
 

他の法令等で定めるもの 合併処理浄化槽 集落排水（農業集落排水、漁業集落排水、林業集落排水を含む） 
 注）中城湾港沿岸域では、集落排水は「農業集落排水」のみが整備されています。 

● そ の 他 の 処 理 方 法 ：単独処理浄化槽、汲み取り 
参考）「下水道のあらまし」（沖縄県土木建築部下水道課）（汚水処理施設には分類されない） 

約 20％
削減 約 37％

削減

約 72％
削減 約 86％ 

削減 

0

【ＣＯＤ負荷量（g/人･日）】 （g/人･日） 

Ｃ
Ｏ

Ｄ
負

荷
量

 

生 活 排 水

（① ＋ ②）

27ｇ/人・日

② 生 活 雑 排 水

(台所･風呂･洗濯など)

① し 尿

10ｇ/人・日

17ｇ/人・日

(トイレ)

生活雑排水は 

処理されずに 

河川や海へ 

･単独処理浄化槽 

･汲み取り(し尿処理施設※へ)

･合併処理浄化槽 

･下水道 

生活排水は 

処理されて 

河川や海へ 

し尿は 

処理されて 

河川や海へ 

注）図中の数値は、ＣＯＤ負荷発生原単位（1人が 1日に環境中に排出する有機物量）を示す。 

【ＣＯＤ負荷発生原単位（g/人･日）】
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中城湾港における一部の市町村では、下水道水洗化率※（以下「水洗化率」という。）が低い

状況です。これは、下水道が整備されているにもかかわらず下水道接続世帯が増加していない

ためです（図 2-11）。さらに、うるま市（具志川）のように、下水道整備の進捗に家庭からの接続が

追いつかないことから、下水道整備が進んでも水洗化率が減少しているケースもあります。 

水洗化率を向上させるため、うるま市農村整備課では、表 2-1（p14）に示す農業集落排水※への

接続に関するアンケートを実施しています。その結果、主な未接続の理由は、経済的に困難なため

であることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

参考）「沖縄県統計年鑑」（沖縄県統計協会） 

図 2-11 沿岸７市町村における水洗化率（％）の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「汚水処理施設」の用語について

①下水道全体計画区域 
  下水道整備が計画されている区域。 

②下水道整備済区域 
  下水道全体計画区域内で下水道が整備されている区域。 

③下水道利用可能人口 
  下水道整備済区域に住んでいる世帯の人口。 

④下水道接続人口 
  下水道整備済区域で下水道に接続している世帯の人口。 

⑤下水道計画面積整備率 
  下水道整備済区域／下水道全体計画区域×100＝下水道全体計画に対して整備が進んでいる区域の割合。 

⑥下水道処理人口普及率 
  下水道利用可能人口／行政人口×100＝下水道に接続すれば利用できる人の割合。 

⑦下水道水洗化率 
  下水道接続人口／下水道利用可能人口×100＝下水道に接続できる人で、実際に接続して利用している割合。 

⑧農業集落排水 
  農村地域において、周辺地域の水質保全や生活環境の向上を図る、下水道と類似した施設。 

⑨合併処理浄化槽 
  家庭から出る「生活排水」のすべてに対応する浄化槽で、設置のための「補助金制度」もある（p36～37、NO.9）。 

⑩単独処理浄化槽 
  し尿処理だけに対応している浄化槽。この浄化槽の新規設置は、原則認められておらず、設置されている家庭でも

「合併処理浄化槽」への転換が強く求められている。 

⑪汲み取り 
  家庭から出るし尿を市町村が収集し、し尿処理施設にて一括処理する。家庭に汲み取り式トイレが設置されている。 

⑫し尿処理施設 
  生し尿、汲み取りし尿、浄化槽清掃汚泥を一括処理する施設。 

参考）「下水道のあらまし」（沖縄県土木建築部下水道課）、「自然にやさしい浄化槽のひみつ」（環境省ホームページ）

注）③と④は、上図では世帯として表しています。

① 

②

0S55 S60 H2 H7 H12 H13 H14 H15
H16

H17
南

城
市

中
城

村

西
原

町

与
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連
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縄
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表 2-1 農業集落排水への接続に関するアンケート 

番号 内容 種別 世帯 割合（％）

汲み取り 49 28

水洗便所 128 72

1 便所の種類 

計 177 100

知っている 20 44

知らなかった 25 56

2 質問 1 で 

「汲み取り」と 

答えた人 

3 ヵ年以内に下水道に接続 

しなければいけないことを 

知っていますか？ 計 45 100

知っている 74 64

知らなかった 42 36

3 質問 1 で 

「水洗便所」と 

答えた人 

浄化槽は遅延なく下水道に 

接 続 し な け れ ば な ら な い 

ことを知っていますか？ 計 116 100

知っている 95 60

知らなかった 63 40

4 水洗便所改造資金貸付制度があることを知って
いますか？ 

計 158 100

経済的に困難 105 60

借地、借家 11 6

改造工事中 35 20

地形的に施工困難である 2 1

下水道の必要性を認識しない 1 1

接続したいが方法がわからない 6 3

その他（空家、長期不在、家屋の老朽化、移転・改築） 16 9

5 未接続の理由 

計 176 100

すぐにでも、近いうち 50 28

当分なし 87 50

接続する気はない 3 2

わからない 36 20

6 接続の計画 

計 176 100

参考）「アンケート調査結果表(農業集落排水事業)」（平成 17 年 12 月、うるま市農村整備課） 

 

浄化槽については、「浄化槽法」に基づく定期的な水質検査が必要です。図 2-12 に、全国と

沖縄県における浄化槽の法定検査受検率の推移を示しました。沖縄県では、「沖縄県浄化槽取扱

要綱」（平成 12 年 3 月改正）により、設置直後の水質検査である 7 条検査※1の料金前払い制度を

導入したことに伴い、平成 13 年度から 7 条検査の受検率は上がりましたが、設置後毎年 1 回の

水質検査である 11 条検査※2については、全国平均と比較して受検率が低い状況が続いています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参考）「廃棄物対策の概要」（平成 18 年 4月、沖縄県文化環境部環境整備課） 

図 2-12 全国と沖縄県における浄化槽の法定検査受検率（％）の推移 

-

20

40

60

80

100

Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16

年度

法
定
検
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（

％
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沖縄県 7条検査 沖縄県 11条検査

全　国 7条検査 全　国 11条検査

※1  7 条検査：設置直後の水質検査 

※2 11 条検査：設置後毎年 1回の水質検査 

法
定
検
査
受
検
率 

0 

（％） 
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中城湾港に流れ込む河川・小排水路のＢＯＤ※負荷量の 24 時間調査結果（図 2-13）を見ると、

沖縄市の泡瀬第一雨水幹線及び西原町の小波津川の河口部では、夕食の時間帯（19：00）や入浴等の

時間帯（23：00）に、測定値が他の時間帯に比べて著しく大きくなっています。これは、図 2-14

に示すような排水管より、単独処理浄化槽設置世帯等からの生活雑排水や一部の事業場からの

汚濁負荷量の大きい排水が垂れ流しになっている影響と考えられます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 17 年度） 

図 2-13 ＢＯＤ負荷量（kg/日）の 24 時間調査結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 中城湾港沿岸における排水管及び排水の状況 
 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 沿岸 7 市町村の下水道整備済区域内において、未接続世帯（単独処理浄化槽設置世帯・

し尿の汲み取り世帯）が多いことから、未処理の生活雑排水が河川や海域に垂れ流しと

なり、ヘドロの堆積や悪臭の発生といった環境悪化の一因になっているため、早期接続が

急務です。 

 下水道全体計画区域外においては、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が低迷し

ていること、浄化槽設置後の維持管理が徹底されていないこと等から、上記と同様の環境

悪化の一因になっているため、それらの改善が急務です。 

 下水道への接続、合併処理浄化槽への転換をより一層促進していくため、接続・転換が

経済的に困難なために進まないという理由に対する解決策が必要です。 

※「ＢＯＤ」とは？ 

生物化学的酸素要求量。水中の有機汚濁物質が微生物により分解されるときに消費される酸素の量で水質汚濁の程度を示

したもので、COD（化学的酸素要求量）と同様、その数値が大きいほど水中の有機物は多いことになり、汚濁の程度も大

きい傾向があります。                               参考）沖縄県環境白書（沖縄県） 

0 20 40 60 80 100 120

沖縄市(泡瀬第一雨水幹線)H17.12

西原町(小波津川)        H17.12

西原町(兼久川)          H17.12

与那原町(雨水排水路)    H17.12

調査地点

BOD負荷量(kg/日)

11:00

15:00

19:00

23:00

03:00

07:00

生活雑排水等の影響 

時間

調査地点 
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2．3  産業活動による環境負荷 

中城湾港沿岸では、畑や市街地の割合が約 55％を占め、工場・事業場や農家（畜産を含む）等の

産業活動に伴う汚濁負荷の発生源が数多く点在しています。（図 2-15、図 2-17～図 2-19） 

一定規模以上の事業場については、「水質汚濁防止法」及び「沖縄県公害防止条例」に基づく

排水基準の適用により、また、一定規模以上の事業行為については「沖縄県赤土等流出防止条例」

に基づく赤土等を含む汚濁水の排出規制により汚濁負荷量が削減されているにもかかわらず、

降雨時には土砂混じりの汚濁水が中城湾港へ流出している状況です。（図 2-16） 

このため、法律や条例の遵守に加え、規制対象とならない経営体への指導強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考）「沖縄県土地利用現況図（本島中南部）」（平成11年3月、沖縄県） 

図 2-15 中城湾港沿岸の土地利用状況 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

図 2-16 中城湾港への汚濁水流出状況 

【降雨後の新港地区水路部の状況】平成 18 年 3月撮影 【中城湾港沿岸の畑から伸びている排水パイプ】

Ｎ 

津堅島 

久高島

注）円グラフは流域内の値を示す。

山林
25.1%

工業地区
2.0%

畑
32.5%

その他
16.8%

畜舎
0.3%

市街地
23.3%
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参考）「沖縄県統計年鑑」（沖縄県統計協会） 

図 2-17 沿岸７市町村別 就業者数及び事業所数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考）「沖縄県統計年鑑」（沖縄県統計協会） 

図 2-18 沿岸７市町村別 家畜・家禽の飼養頭数・羽数 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考)「ご存知ですか？家畜排せつ物のこと」（農林水産省生産局畜産部畜産企画課畜産環境対策室資料） 

   「北の農業情報広場」（http://www.agri.pref.hokkaido.jp/sintoku/ecolo/amount/amount.html） 

図 2-19 家畜・家禽・人の年間当たりの排せつ物量 
 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 法律や条例により、事業場排水及び畜舎排水の排水基準や汚濁水の排出基準が定められて

います。これらの遵守とともに、法律・条例の規制対象とならない経営体については、

意識啓発等を通じた指導強化による、一層の環境負荷削減努力が必要です。 
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【開発行為が自然環境に与える影響についての行政の認識】 

①港湾行政のグリーン化（平成 17 年 5月、国土交通省港湾局）より一部抜粋 

港湾の開発は、自然環境の改変を伴うため、自然環境への影響は避けられない。そのため、港湾の開発にあたっては、

環境への影響を軽減するための対策が講じられてきたものの、必ずしも十分な効果をあげてきたとは言い難い。個々の開

発行為による環境への影響は軽微であっても、長期的・総体的に見ると開発の影響が累積し、徐々に自然環境を損なって

きた面があることは否定できない。 

 

②第２次沖縄県環境保全実施計画（平成 17 年 3月、沖縄県）より一部抜粋 

これまでにリゾート施設の建設や農地開発・ダム・道路の建設等各種経済活動に伴う森林の伐採等による環境の改変が

進んでおり、県土面積の狭い本県の環境への負荷を与えている状況となっている。（中略）農地開発に伴う赤土流出や生

活雑排水等の流入による水質汚濁、（中略）河道の人工化などにより河川生物の生息の場が消失しつつある。 

2．4  開発行為による環境負荷 

中城湾港においても、本土復帰後「沖縄振興開発計画」及び「沖縄振興計画」に基づき、図 2-20、

表 2-2 に示す開発行為が行われてきました。 

なお、最近の港湾環境政策及び環境保全施策の動向として、国土交通省及び沖縄県は、下記の

とおり、開発行為が自然環境に与える影響についての行政の認識を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    参考）「2004 年 中城湾港建設事務所事業概要」（沖縄県土木建築部中城湾港建設事務所） 

       「琉球諸島沿岸海岸保全基本計画」（平成 15 年 4月、沖縄県） 

図 2-20 これまで実施してきた中城湾港沿岸域における事業の位置（公共事業のみ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

【凡例】 

   ：市町村界 

   ：港湾区域 

※図中の番号は、表 2-2 と対応している。 

また、     は  の範囲を示す。 1 10 2815
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【現状と課題】 

 一定規模以上の開発行為（事業行為）については、「環境影響評価法」や「沖縄県環境

影響評価条例」に基づく環境影響の回避・低減・代償の措置に加え、「沖縄県赤土等

流出防止条例」等に基づく規制が講じられていますが、さらに、自然環境に対する長期的・

総体的な影響についても配慮する必要があります。 

表 2-2 これまで実施してきた中城湾港沿岸域における事業名と内容（公共事業のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 事業名 内容 期間 

 県営かんがい排水事業 地下ダム 1基、測試一式 H11～H18 

 基盤整備促進事業 護岸・浚渫・水門改修 6基 H14～H17 

 漁業環境整備事業 植栽・休憩所・運動施設 H14～H16 

 地すべり対策事業 抑制工一式・抑止工一式 H8～H16 

 基盤整備促進事業 農道・安全施設一式 H15 

 水質保全対策事業 沈砂工 4基・道路工・排水道路工・勾配修正・畦畔工 H13～H17 

 県営農地保全整備事業 防風林 H13～H18 

 農業集落排水資源循環統合補助事業 処理施設一式 H11～H15 

 旅客ふ頭整備事業 旅客ターミナル・浮桟橋一基 H15～H17 

 泡瀬地区埋立事業 埋立開発 H14～ 

 比屋根湿地整備事業 水質浄化 H17～ 

 沖縄県総合運動公園整備事業 公園整備 S56～H16 

 中城公園整備事業 公園整備 H9～ 

 基盤整備促進事業 農道 H15 

 マリン・タウン・プロジェクト（西原・与那原地区） 埋立開発 H5～H22 

 高潮対策事業 護岸（改良）・人工ビーチ H11～H20 

 団体営ため池等整備事業 防災一式・沈砂池 10ヶ所 H14～H18 

 農村振興総合整備事業 農道・農排・集道・コミュニティー施設 H13～H19 

 団体営農地保全整備事業 排水路・沈砂池 5ヶ所 H11～H15 

 地域水産物供給基盤整備事業 防波堤・係留施設・水域施設・道路 H8～H22 

 高潮対策事業 護岸（改良） H12～H18 

 農業集落排水事業 処理施設 10 ヶ所 H11～H16 

 田園空間整備事業 景観保全 2ヶ所 H12～H17 

 地すべり対策事業 抑止杭・横排水ボーリング S59～H17 

 土砂等流出防止管理事業 土砂浚渫一式 H15 

 漁港漁村総合整備事業 防波堤・護岸・用地・緑地広場 H6～H15 

 基盤整備促進事業 貯水池改修一式 H15～H17 

 新港地区埋立事業 埋立開発 S59～ 

番号 海岸名 規模(m) 主な施設の種類 

港 17 中城湾港海岸 02 具志川地区・豊原 3,500 石積護岸＋遊歩道＋植栽 

港 18 中城湾港海岸 03 泡瀬地区 560 自然石緩傾斜護岸 

港 19 中城湾港海岸 05 中城地区・久場 1,000 自然石傾斜護岸 

港 21 中城湾港海岸 05 中城地区・屋宜 500 緩傾斜護岸＋突堤＋養浜＋飛沫防止帯 

港 22 中城湾港海岸 05 中城地区・南浜 70 自然石傾斜護岸 

港 23 中城湾港海岸 06 与那原地区・伊利原 465 自然石傾斜護岸 

港 24 中城湾港海岸 06 与那原地区・与那原・仲島 1,315 自然石傾斜護岸 

港 25 中城湾港海岸 06 与那原地区・板良敷 1,170 自然石傾斜護岸 

港 26、27 中城湾港海岸 07 佐敷地区・佐敷 800、200 緩傾斜護岸 

港 28 中城湾港海岸 10 安座真地区・安座真 1,140 自然石傾斜護岸 

港 29 中城湾港海岸 10 安座真地区・久手堅 445 自然石傾斜護岸 

港 47 中城湾港海岸 11 平安名地区 2,215 傾斜護岸 

水 14 当添漁港海岸 01 当添地区 100 護岸、防潮林 

水 15 海野漁港海岸 01 海野地区 100 護岸、防潮林、養浜、人工リーフ 

水 16 久高漁港海岸 01 久高地区 120 護岸、養浜、突堤、休憩所、広場 

農 15 中城湾海岸  01 平安名地区 1,000 自然石護岸 

農 16 中城湾海岸  04 浜地区 394 自然石護岸＋突堤＋養浜＋植栽 

農 17 中城湾海岸  05 佐敷地区 450 自然石護岸 
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2．5  違法行為による環境負荷 

中城湾港海岸域には、多種多様なゴミが不法投棄され、海からの漂着ゴミも散在しています。

これらのゴミの量は、個数（重量）にして、夏季で約14万個（約9t）、冬季で約22万個（約12t）と

試算されています。 

海岸域だけでなく沿道脇にもゴミの不法投棄があり、さらに人工護岸と消波ブロックの隙間には

ゴミが堆積している状況です（図 2-21～図 2-23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 17～18 年度） 

図 2-21 中城湾港海岸域におけるゴミの散在状況 

Ｎ 

北部

中部

南部

離島 

離島 

≪海岸域のゴミの量≫ 

ゴミの総個数 

夏季：約 14 万個 冬季：約 22 万個

ゴミの総重量 

夏季：約  9ｔ   冬季：約 12ｔ 

注）調査条件 

 中城湾港海岸全域で 9 地点（1 地点当たり

海岸延長にして約10m）のゴミ回収調査を行い、

全海岸長で拡大推計し、試算した。 

また、小さな破片も大きな家庭電化製品も

1 個として算定した。 
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中城湾港海岸域 
区分 

北部 中部 南部 離島 全体 

季節 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季

ゴミの総個数（万個） 6 5 5 9 2 6 1 2 14 22 

ゴミの総重量（ｔ） 3.0 3.0 5.0 6.0 1.0 3.0 0.3 0.2 9.3 12.2

海岸延長１m あたりの

ゴミの個数（個/m） 
5 8 7 13 33 

 

注）離島は、久高島及び津堅島を指す。 

参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 17～18 年度） 

図 2-22 中城湾港海岸域におけるゴミの総個数・総重量の試算結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-23 中城湾港海岸域における清掃活動とゴミの集積状況 
 

 【現状と課題】 

 来訪者により廃棄された空き缶、空き瓶その他の容器、不法投棄された家庭電化製品、

古タイヤ、海洋から漂着したオイルボール（油流出により発生）やプラスチックといった

多種多様なゴミが、海岸、沿道脇だけでなく、人工護岸と消波ブロックの隙間にも散在・

堆積しており、全域的なゴミ対策が必要です。 
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Ｎ 

注)港湾整備の事業者による主な調査結果をもとに記載。

3 人と自然との関係 

3．1  生物の生育・生息状況 

中城湾港には、多種多様な生物が生育・生息しています。 

例えば、うるま市や沖縄市のオキナワモズク（方言名：スヌイ）、北中城村のヒトエグサ（方言名：

アーサ）、与那原町のヒジキといった水産物があります。また、沖縄市のクビレミドロ、うるま市や

南城市等のトカゲハゼといった貴重種等が生育・生息しています（図 2-24～図 2-25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

注）図は、生物の主な分布域・分布箇所を示す。 

参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成12～16年度） 

図 2-24 中城湾港及びその周辺海域における代表的な生物の分布状況 

：リュウキュウズタ分布箇所 

【凡例】 

：トカゲハゼ分布箇所 

：クビレミドロ分布箇所 

：ウミヒルモ類分布箇所 

：オサガニヤドリガイ分布箇所 

：ニライカナイゴウナ分布箇所 

：ヒジキ分布箇所 

：藻場 

：干潟 

：サンゴ 

：干出浜 
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注）図 2-24 の凡例の一部に対応。 

図 2-25 中城湾港及びその周辺海域における貴重な生物 
 

 

表 2-3 に、中城湾港の主な河口域（9 地点）における底生生物の出現状況を示しました。この結果、

ほとんどの調査地点において、“汚濁した場に生息するとされる底生生物”が個体数で上位を占めてい

ることが確認されました。 

 

表 2-3 中城湾港の主な河口域における底生生物の出現状況 
 

うるま市 沖縄市 北中城村 中城村 
区分 

（農業排水路） （泡瀬第一雨水幹線） （雨水排水路） （北浜区雨水排水路） 

個体数で

上位を 

占める種 

“汚濁した場に生息

するとされる底生生

物”は、上位に入って

いなかった。 

・Scolelepis sp. 

（ｺﾞｶｲの仲間） 

・Capitella sp. 

（ｲﾄｺﾞｶｲの仲間） 

・ﾕｽﾘｶ属 

・Capitella sp. 

（ｲﾄｺﾞｶｲの仲間） 

・ｲﾄﾐﾐｽﾞ科 

 

西原町 与那原町 南城市 
区分 

（小波津川） （兼久川） （雨水排水路） （佐敷－農業排水路） （知念－知名大川） 

個体数で

上位を 

占める種 

・Capitella sp. 

(ｲﾄｺﾞｶｲの仲間) 

・Capitella sp. 

（ｲﾄｺﾞｶｲの仲間） 

・Capitella sp. 

（ｲﾄｺﾞｶｲの仲間） 

・Monopylephorus sp. 

（ｲﾄﾐﾐｽﾞの仲間） 

・ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ 

・Monopylephorus sp.

（ｲﾄﾐﾐｽﾞの仲間）

・ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ 

注）4季調査の結果、個体数で上位3種に入った“汚濁した場に生息するとされる底生生物”を示す。 

参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成17～18年度） 

絶滅危惧ⅠＡ類（環境省、沖縄県）

トカゲハゼ  １ 

情報不足（沖縄県）

リュウキュウズタ  １ 

準絶滅危惧（環境省）

ウミヒルモ類  １

情報不足（沖縄県）

オサガニヤドリガイ  １

情報不足（沖縄県） 

ニライカナイゴウナ  １ 

クビレミドロ  １ 

絶滅危惧Ⅰ類（環境省、沖縄県）

矢印の箇所にオサ
ガニヤドリガイが
付着している。 
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中城湾港は人工護岸化が進行しており、陸と海が分断されている場所が多くなっています。 

陸と海を行き来するオカヤドカリ類の個体数に関しては、自然海岸・緩傾斜護岸の前面には多く、

直立護岸・混成護岸の前面では少ない傾向が見られました。 

また、鳥類の生息状況に関しては、沖縄市の泡瀬及び比屋根地区付近や南城市の佐敷地区付近等が

主な分布域として確認できました（図 2-26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【護岸の種類別のオカヤドカリ類の個体数】 

地点番号 ① ② ③ ④ ⑥ ⑦ 

自然海岸・緩傾斜護岸 128 122 47 56 233 200 

 

地点番号 ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

直立護岸・混成護岸 21 確認無し 1 16 5 32 

 

注）護岸の種類は図 2-8（p10）を参照。 

参考）沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 8,12,13,15 年度） 

図 2-26 中城湾港におけるオカヤドカリ類及び鳥類の分布 

Ｎ 
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中城湾港は、海岸延長約 64.3km のうち約 52.0km（約 80％）が人工護岸となっており、その

大半が直立護岸で、前面は植生がない状況になっています（表 2-4、図 2-27）。 

 

表 2-4 中城湾港における護岸の種類と植生の有無 
 

人工護岸 
護岸の種類 自然海岸 

直立護岸 緩傾斜護岸 混成護岸 

植生の有無 植生あり 植生あり 植生なし 植生あり 植生なし 植生あり 植生なし 

計 

12.3 7.9 26.5 3.5 9.8 1.7 2.6 
（km） 

12.3 34.4 13.3 4.3 
64.3 

海

岸

延

長 （％） 19.1 53.5 20.7 6.7 100 

参考) 沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 17～18 年度） 

 

調査地点：北中城村渡口付近 

海岸延長 約 450ｍ 

海岸の現況 砂浜海岸 

海岸の向き 南 

陸域との連続性 非連続（背後に緩傾斜護岸） 

ｸﾞﾝﾊﾞｲﾋﾙｶﾞｵ、ﾃﾘﾊｸｻﾄﾍﾞﾗ、ﾊﾏｻｻｹﾞ、ｿﾅﾚｼﾊﾞ等
主な出現植生 

植栽：ｱｶﾃﾂ、ｲﾝﾄﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ、ﾓﾓﾀﾏﾅ 

 

調査地点：与那原町マリンタウン水路付近 

海岸延長 約 940ｍ 

海岸の現況 岩場海岸 

海岸の向き 北～北東 

陸域との連続性 非連続（背後に直立護岸） 

ｺｳﾗｲｼﾊﾞ、ｷﾊﾞﾅｲｿﾌｻｷﾞ、ﾐﾙｽﾍﾞﾘﾋﾕ等 
主な出現植生 

宅地・学校の周辺：植栽なし 

 

参考) 沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 17～18 年度） 

図 2-27 中城湾港における海岸植生の現況 
 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 中城湾港は、人工護岸による陸と海との分断や汚濁負荷の増大等により、水質浄化の場と

しての機能の低下及び健全な水循環の劣化（p5）、生物の生育・生息環境の喪失（p5）

が懸念されており、整備の際にはこれらに対する配慮が必要です。 

 中城湾港には貴重種を始め多種多様な生物が生育・生息しており、これらを保全するため、

今後の港湾計画では、開発区域と保全区域の区域分けについて取組むことが必要です。 
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3．2  人と自然との触れ合い活動の状況 

中城湾港沿岸（沖縄島側の海岸延長約 54.7km）においては、前面海岸が砂浜もしくは干潟で

ある海岸は約 19.9km（約 36％）、海岸に近づきやすい護岸は約 15.5km（約 28％）になっています

（図 2-28）。また、図 2-29 に示すように、降雨時の冠水回避が目的で築造されている 3面張りの

コンクリート護岸の河川・小排水路では、泡立った汚濁水が流入し、さらに河口部で流れが滞留し

腐敗臭を放っているなど、中城湾港沿岸では、人が自然と触れ合える場が少ない状況です。 

人と自然との触れ合い活動としては、一部地域で潮干狩りや磯遊び（浜下りを含む）、海水浴等が

行われていますが、そのような活動の場の近くには、駐車場やトイレ、案内板（英語表記等）と

いった利活用に配慮した施設が不足しています（図 2-30）。 

さらに、沖縄市泡瀬地区における海岸利用に関するアンケートでは、休憩施設や駐車場の有無、

海岸への近づきやすさ、安全性が主な課題になっていることが分かりました（図 2-31）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

参考) 沖縄県土木建築部港湾課資料（平成 17～18 年度） 

図 2-28 中城湾港沿岸における海岸の状況 

Ｎ 

注）円グラフの色は海岸の色と一致する。 

 

沖縄島側の海岸延長（約 54.7km）

前面海岸が
岩礁・海

64%(34.8km)

前面海岸が
砂浜・干潟

36%(19.9km)

海岸に近づき

やすい護岸※1

28%(15.5km)

海岸に近づき

にくい護岸※2

72%(39.2km)

前面海岸の状況 海岸・護岸の状況

：駐車場 

：海水浴場 

：港湾区域 

：公園 
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図 2-29 中城湾港沿岸における河口部排水口付近の状況 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 2-30 中城湾港沿岸における利活用の状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考）沖縄県土木建築部港湾課及び沖縄市資料（平成 16 年度） 

図 2-31 沖縄市泡瀬地区における海岸利用に関するアンケート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 中城湾港沿岸では、現在、護岸の形状や河口部の状況から人が自然と触れ合える場が少なく、

整備の際にはこれらに対する配慮が必要です。 

 高齢者や身体障害者、外国人等にも配慮した利用施設や案内板は、西原・与那原地区や

安座真地区等の一部地区に限られるため、ユニバーサルデザインの対応が必要です。 

 中城湾港では、木陰や休憩施設が少ない、人工護岸や消波ブロックの影響により海辺に

近づきにくい、駐車場が少ないといったことへの対応が必要です。 

 前面海域の埋立により防波等の役目を終えて不要になった人工護岸・消波ブロックの存在は、

景観価値の低下や利用頻度の減少を招き環境意識の向上の妨げとなっているため、早急な

対応が必要です。 
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14%

16%

22%

25%

26%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

木陰や休憩施設がない

海辺（湿地や干潟）に近づきにくい

駐車場がない

安全面に問題があり、子供を遊ばすことができない

案内板がなく周辺の状況がわかりにくい

車道に近く安らぐことができない

野犬等の進入が見受けられ危険を感じる

特に問題はない

釣りをできる場所がない

その他

・休憩施設や駐車場の有無 

・海岸への近づきやすさ 

・安全性 

が主な課題になっているこ

とが分かりました。 

３面張り護岸 泡立った汚濁水の流入 汚濁水が滞留している河口部

車椅子で来た海水浴客 
（水際まで移動するため持参した板を敷いている）

ユニバーサルデザイン※のトイレ 
（車椅子用のスロープ及びトイレを設置している）

道路脇に駐車している車 
（海岸を利用しに来るが駐車場がない） 

※「ユニバーサルデザイン」とは？ 

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方のこと。

参考）障害者基本計画（平成14年12月24日、内閣府）
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4 多種多様な主体の取組み 

 中城湾港の環境保全に関する多種多様な主体（県及び沿岸７市町村の関係行政機関、地域住民、

事業者、ＮＰＯ※、学識経験者）が、中城湾港の現状を理解し、環境の保全・再生・創出に関する

活動や、身近な利活用について前向きに取り組んでいます（図 2-32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-32 環境保全に関する多種多様な主体の取組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 県及び沿岸 7 市町村の関係行政機関は、横断的連携のもと、環境悪化の現状の全体像を

把握できる資料により、地域住民への周知と、課題解決の協力を得る必要があります。 

 多種多様な主体により、さらなる相互の情報交換及び汚濁負荷削減努力が必要です。 

マリンタウン水路部での植樹活動 

泡瀬地区での自然観察会 

各種委員会 

不法投棄防止ネットワーク会議 

※「ＮＰＯ」とは？ 

「NPO（NonProfit  Organization）」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の

総称です。このうち「NPO 法人」とは、特定非営利活動促進法（NPO 法）に基づき法人格（個人以外で権利や義務の主体と

なり得るもの）を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。 

法人格の有無を問わず、様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の多様化したニーズ

に応える重要な役割を果たすことが期待されています。 

                  参考）内閣府ＮＰＯホームページ（http://www.npo-homepage.go.jp/index.html） 
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5 課題のまとめ 

中城湾港における人の活動による環境負荷（p8～）及び人と自然との関係（p22～）に係る

現状と課題については前述のとおりですが、これらの課題は各々が独立しているものではなく、密接に

関係していると考えられます。 

図 2-33 に示すとおり、中城湾港では、これまでも様々な環境対策を講じてきてはいるものの、

①人口の増加に伴う②人の活動による環境負荷の増加により「水環境」、「生物の生育・生息環境」

及び「良好な触れ合い環境」へ環境負荷が累積しつつあり、③環境の悪化が懸念されます。また、

「水環境」の悪化は、④負の連鎖により「生物の生育・生息環境」及び「良好な触れ合い環境」の

さらなる悪化を引き起こします。 

そして、③環境の悪化は、⑤人と自然との関係の希薄化、⑥環境への配慮不足、⑦環境意識の低下を

一連で引き起こし、これらがさらに②人の活動による環境負荷の増加に関連するという、図 2-1（p5）

に示した⑧悪循環の傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-33 中城湾港における環境悪化の構造 

①人口の増加(約50年間で人口が倍増し約20万人増加の見込み)

生物の 

生育・生息環境 

良好な触れ合い環境 

水環境 

累
積

累
積

累
積

④ 

負
の
連
鎖

②人の活動による環境負荷の増加

③
環
境
の
悪
化 

⑦ 環 境 意 識

の 低 下 

⑥ 環 境 へ の

  配 慮 不 足

⑤人と自然との

 関係の希薄化

⑧ 悪 循 環 
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好循環（図 2-1、p5）に移行するためには、「水環境」、「生物の生育・生息環境」、「良好な

触れ合い環境」の再生・維持の観点から、関係行政機関等の横断的連携のもと、人の活動による

環境負荷の増加、人と自然との関係の希薄化等に係る種々の課題解決のため、実行性のある行動計画

（以下、「アクションプラン」という。）を推進することが必要です（図 2-34）。 

 

現状 課題 

日常生活による

環境負荷の増加 

下水道への接続、合併処理浄化槽へ

の転換の促進による汚濁負荷削減が

急務。特に、経済面での支援が必要。

産業活動による

環境負荷の増加 

事業場排水や畜舎排水、降雨時の土

砂混じりの汚濁水等の汚濁負荷削減

が必要。 

開発行為による

環境負荷の増加 

開発行為の自然環境に対する長期

的・総体的な影響への配慮が必要。

人
の
活
動
に
よ
る 

環
境
負
荷
の
増
加 

違法行為による

環境負荷の増加 

ゴミの不法投棄対策が必要。 

水質浄化機能及び水循環機能の向上

の対策が必要。 
生物の生育・ 

生息環境の減少 
整備の際には、生物の生育・生息環

境への配慮が必要。 
人
と
自
然
と
の 

関
係
の
希
薄
化 

人と自然との触れ

合い活動の減少 

整備の際には、人と自然との触れ合

い環境（場、景観）への配慮が必要。

また、情報の発信や、利用する側か

らの課題（休憩施設や駐車場の設置、

近づきやすさ）への対応が必要。 

③ 多種多様な主体の 

連携の欠如 

行政の横断的連携と、多種多様な主

体（行政・地域住民・事業者・NPO・

学識経験者）による相互の情報交換

及び環境負荷削減努力が必要。 

④ 環境意識の低下 
環境意識の啓発が必要。また、計画推

進の効果確認の環境監視等が必要。 

 

図 2-34 好循環を保持するための行動計画の位置づけ 

【中城湾港の課題のまとめ】 

県及び沿岸 7 市町村の関係行政機関をはじめ、地域住民、事業者等の多種多様な主体により

「水環境」、「生物の生育・生息環境」及び「良好な触れ合い環境」の再生・維持の観点で、

4 つの課題（①人の活動による環境負荷の増加、②人と自然との関係の希薄化、③多種多様な

主体の連携の欠如、④環境意識の低下）を解決するため、横断的連携のもと実行性のある行動

計画（アクションプラン）を推進することが必要です。 
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第3章  計画の内容 

 

 

 

1 課題解決に向けて 

中城湾港沿岸では、人口増加に伴って今後ますます人の活動が活発となり、環境負荷も増大すると

予測されます。これまでも陸域及び海域において様々な環境保全対策が講じられてきましたが、

海域ではＣＯＤの上昇（図 2-4、p8）や漁業生産量の減少（図 2-7、p10）が生じており、地元の人々

からは「人工護岸や消波ブロックの存在のため、中城湾港は海辺に近づきにくい」という話も

あります。また、これらの課題により悪循環の傾向にあることは前述（p29～30）のとおりです。 

本章では、第２章でまとめた現状と課題を踏まえ、「水環境」、「生物の生育・生息環境」、「良好な

触れ合い環境」及び3つの観点に対する「共通」の観点から、中城湾港の目指す方向性（p4）に沿って、

基本方針及び目標を設定しました（図 3-1）。 

さらに、課題解決のためには、関係行政機等の横断的連携のもと、実行性のある対策を講じる必要が

あるため、アクションプランを策定し、体系的にまとめました（p34～35）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 計画の内容（課題解決に向けた対策の流れ） 

第第 33 章章  計計画画 のの内内容容   

アクションプラン 

保全対策 

 

共 通 の 観 点 （環境意識の啓発、環境監視等） 

水環境の観点 
生物の生育・生息環境
の観点 

良好な触れ合い環境
の観点 

現状 

課題 

中城湾港の目指す方向性 

≪ 基 本 方 針 ≫ 

≪ 目 標 ≫ 

中城湾港港湾環境保全計画の内容 

第 2章 

（p5～30) 

p4 

p32 

p36～39
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2 基本方針 

好循環（図2-1、p5）に移行するため、「水環境」、「生物の生育・生息環境」、「良好な触れ合い

環境」及び3つの観点に対する「共通」の観点から基本方針を設定しました。 

基本方針は、今後、アクションプランの拡充・見直しを行う際の指針になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 目標 

基本方針に沿って、現状の課題解決に向けた目標を設定しました。 

なお、現状～基本方針～目標の関係を、図 3-2 に示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本方針≫ 

○水環境の観点 
 陸域からの汚濁負荷を削減する仕組みの構築と対策の推進 

 河川・湿地等が果たす緩衝機能の保全・創出 

○生物の生育・生息環境の観点 
 生物多様性の保全及び生物資源の保持 

○良好な触れ合い環境の観点 
 自然と触れ合う喜びの将来世代への継承 

○共通の観点 
 多種多様な主体の連携による湾内環境の保全対策の推進

及び維持管理体制の構築 

○水環境の観点 

 海域へ流入する汚濁負荷の削減 

 海域におけるＣＯＤ上昇の抑制 

 

○生物の生育・生息環境の観点 

 生物の生育・生息環境の保全・創出 

 

○良好な触れ合い環境の観点 

 良好な触れ合い環境の保全・創出 

並びに利活用の促進 

≪目標≫ 
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図 3-2 現状～基本方針～目標の関係 

 

4 アクションプラン 

4．1  アクションプランの実施・拡充・見直し 

アクションプランは、基本方針及び目標を踏まえ、「水環境」、「生物の生育・生息環境」、「良好

な触れ合い環境」及び「共通」の観点に関する県内外における施策の事例及び学識経験者の意見等を参

考に、県及び沿岸７市町村の関係行政機関で構成する「中城湾港行政連絡会」において策定しました。 

アクションプランの実施に当たっては、図 3-3に示すように、適宜拡充・見直しを行うことにより、

環境の質の向上を図ります。 

なお、実施状況については、沖縄県土木建築部港湾課のホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 アクションプランの実施と環境の質の向上の関係 

人の活動による 

環境負荷の増加 

人と自然との 

関係の希薄化 

多種多様な主体の 

連携の欠如 

環境意識の低下 

● 陸域からの汚濁負荷を削減する 

仕組みの構築と対策の推進 

現 状 基本方針 目 標 

● 生物の生育・生息環境の保全・創出

● 良好な触れ合い環境の 

保全・創出並びに利活用の促進 

● 海域へ流入する汚濁負荷の削減 

● 海域における COD 上昇の抑制 
● 河川・湿地等が果たす緩衝機能の

保全・創出 

● 多種多様な主体の連携による湾内

環境の保全対策の推進及び維持管

理体制の構築 

● 生物多様性の保全及び生物資源の

保持 

● 自然と触れ合う喜びの将来世代への

継承 

時間 

港湾行政の 

グリーン化 

現在の 

中城湾港 

将来の 

中城湾港 

環
境
の
質 

アクションプランは、目標達成

の意識が高いほどより充実し、

さらに環境の質が向上します。

  

目
標
達
成
の
意
識 

基本方針 

水 環 境 

生物の生育・生息環境 

良好な触れ合い環境 

（経過） 

（向上） 

これまでの 

中城湾港 
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4．2  アクションプランの体系一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水環境の観点

外部負荷対策 

内部負荷対策 

健全な水循環の保持 

下水道の整備・接続 

合併処理浄化槽の設置・転換・管理 

1 整備の推進 

2 戸別訪問・下水道相談の実施 

3 嘱託職員・サポーター制度等の導入 

4 広報活動の実施 

5 浄化施設及び下水道の役割の周知 

土壌流出の防止 

環境と調和の取れた農業の実践 

その他の負荷対策 

6 未接続世帯の把握 

7 経済支援 

8 設置・転換の促進 

9 経済支援 

10 適正な維持管理の促進 

11 家畜排せつ物の管理・利用に関する指導・助言 

12 農薬の適正散布に関する指導・助言 

13 環境保全型農業の促進 

14 沖縄県赤土等流出防止条例に関する指導・助言・協力

15 監視・啓発活動の実施 

16 流出・流入防止対策の実施・指導 

17 事業場への行政対応 

18 環境保全協定の締結 

19 家庭における排水対策の促進 

20 農業集落排水事業の推進 

21 植生浄化の推進 

22 河川・小排水路の改修 

底質の改善 

雨水対策 

節水対策 

その他の水循環対策 

25 家庭における雨水対策の促進 

26 雨水対策施設等の整備 

27 家庭における節水・水再利用の促進 

28 事業者への水利用の指導 

29 緑地の保全及び緑化の推進 

30 地下ダム等の保全・管理 

23 浚渫の実施 

24 覆砂の実施 

水環境の観点 
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生物の生育・生息環境の観点 

生物の生育・生息環境の保全・管理 

生物の生育・生息環境の再生・創出 

31 陸域からの汚濁負荷削減（水環境－外部負荷対策） 

32 事業による環境影響の低減 

33 貴重な生物の保全 

34 湿地・干潟・ビーチ等の保全・管理 

35 河川・小排水路の改修 

36 河口閉塞対策の実施 

37 護岸の整備・管理 

38 湿地・干潟・ビーチ等の再生・創出 

生物の生育・生息環境の観点 

良好な触れ合い環境の観点 

親水性の向上 

魅力の向上 

39 河川・小排水路の改修 

40 海岸・護岸の整備・管理 

41 人工護岸・消波ブロックの撤去 

42 中城湾港沿岸施設の整備・管理 

43 生物観察場の整備 

44 利用可能場所についての広報 

環境美化 

海岸の安全対策 

アクセス性の向上 

45 陸域からの汚濁負荷削減（水環境－外部負荷対策） 

46 清掃活動の実施 

47 不法投棄対策の実施 

48 クリーン指導員等の設置 

49 安全措置 

50 駐車場の整備・管理 

51 アクセス道路の整備 

良好な触れ合い環境の観点 

共通事項 

環境学習 

興味・関心の高揚 

52 環境学習の実施・支援 

53 環境教育プログラムの普及・支援 

54 イベントの実施・支援 

55 情報の公開・配信 

情報の収集 

関係機関との連携 

56 水質・生物等の調査・監視 

57 住民意識調査アンケートの実施 

58 事業に伴う監視調査の実施 

59 行政間の連携 

60 自治会やＮＰＯ等との連携 

共通の観点 
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4．3  アクションプランの概要及び関係行政機関の取組み 

 

（平成19年 3月現在） 

区

分 
対策項目 № アクションプラン 

1 整備の推進 

2 戸別訪問・下水道相談の実施 

3 嘱託職員・サポーター制度等の導入 

4 広報活動の実施 

5 浄化施設及び下水道の役割の周知 

6 未接続世帯の把握 

下水道の 

整備・接続 

7 経済支援 

8 設置・転換の促進 

9 経済支援 
合併処理浄化槽の 

設置・転換・管理 

10 適正な維持管理の促進 

11 家畜排せつ物の管理・利用に関する指導・助言 

12 農薬の適正散布に関する指導・助言 

環境と 

調和の取れた 

農業の実践 
13 環境保全型農業の促進 

14 沖縄県赤土等流出防止条例に関する指導・助言・協力 

15 監視・啓発活動の実施 土壌流出の防止 

16 流出・流入防止対策の実施・指導 

17 事業場への行政対応 

18 環境保全協定の締結 

19 家庭における排水対策の促進 

20 農業集落排水事業の推進 

21 植生浄化の推進 

外部負荷

対策 

その他の 

負荷対策 

22 河川・小排水路の改修 

23 浚渫の実施 内部負荷

対策 
底質の改善 

24 覆砂の実施 

25 家庭における雨水対策の促進 
雨水対策 

26 雨水対策施設等の整備 

27 家庭における節水・水再利用の促進 
節水対策 

28 事業者への水利用の指導 

29 緑地の保全及び緑化の推進 

水

環

境

の

観

点

 

健全な 

水循環の 

保持 

その他の 

水循環対策 30 地下ダム等の保全・管理 
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➢ 計画の推進期間内（H19～H28）は、着色部を増やす努力をします。 

実施中 計画中 
今後

検討

実績 

あり 

1
沖縄汚水再生ちゅら水プラン（沖縄県下水道等整備構想）に基づ
き、下水道等の整備を効率的に推進する。

2
下水道全体計画区域内の単独処理浄化槽設置世帯に対する下水道
への接続を促進するために、戸別訪問や下水道相談を実施する。

3
戸別訪問や広報活動による下水道接続の促進を図るため、嘱託職
員・サポーター制度を導入する。

4
ホームページやパンフレットを活用した広報に加え、「下水道の
日」（９月10日）等を利用した普及促進活動を実施する。

5
地域住民や小中学生を対象に見学会を行い、浄化施設及び下水道の役割の周
知を図り、接続を促進するとともに将来の担い手を育成する。

6
下水道整備状況を踏まえながら、水洗化及び未水洗化世帯情報、
未接続理由等を整理・把握し、戸別訪問時の対策に役立てる。

7
下水道接続工事に係る費用について、融資あっせん制度や貸付制
度を設け、利子については財政による経済支援を行う。

8
ホームページやパンフレットを活用した広報活動を行い、下水道全体計画区
域外の単独処理浄化槽設置世帯へ合併処理浄化槽への転換を促進する。

9
国、県では、合併処理浄化槽新規設置に係る費用を設置世帯に補
助する事業を行う市町村に対して財政による経済支援を行う。

10
合併処理浄化槽設置世帯に対して、定期的な保守点検及び清掃等
の適正な維持管理の促進のため指導を行う。

11
「家畜排せつ物の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づ
き、管理・利用に関する指導・助言を行う。

12
ポジティブリスト制度や農薬取締法等の遵守により、農薬の適正
散布や農薬の飛散防止対策に関する指導・助言を行う。

13
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づ
くエコファーマーの育成など、環境保全型農業を促進する。

14
「沖縄県赤土等流出防止条例」に基づき1000㎡以上の事業行為を規制すると
ともに、赤土等流出防止に係る指導・助言・協力を行う。

15
赤土等流出防止のパトロール、講習会の開催、パンフレット作成、市町村等
の要望に基づく県講師の派遣など、監視・啓発活動を実施する。

16
農地から海域への赤土等流出防止対策を徹底するとともに、沈砂
池、堀割（沈砂池機能）の維持管理等を実施・指導する。

17
「水質汚濁防止法」に基づき、特定事業場等に立ち入り、排出水
の監視・指導等の行政対応を行う。

18
大規模な事業場に対して「環境保全協定」（自治体と事業者間の
環境保全に関する約束）を締結する。

19
ホームページやパンフレットの活用、生活排水対策指導員制度の
導入により家庭における排水対策を促進する。

20
農業集落排水事業を推進するとともに、汚水処理施設への接続率
の向上対策を講じる。

21
水生植物の植栽を推進することにより、水質浄化機能を向上さ
せ、陸からの汚濁負荷の削減を図る。

22
コンクリートの３面張り護岸から、多自然川づくりに改修するこ
とで、水質浄化を図る。

23
底質からの栄養塩類の溶出や堆積した有機物の腐敗及び酸素消費
を防ぐため、浚渫を実施する。

24
底質からの栄養塩類の溶出や、腐敗した有機物による酸素消費を
防ぐため、砂等で海底を覆う。

25
家庭における雨水貯留タンク等の設置について意識啓発や財政に
よる経済支援を行い、雨水対策を促進する。

26
透水性舗装や雨水を地下に貯留・浸透させる雨水対策施設等を整
備する。

27
ホームページやパンフレットを活用した広報や節水こま等の利用
により、家庭における節水・水再利用を促進する。

28 事業者に対して節水対策等の水利用の指導を行う。

29
雨水を地下に浸透させる場として、緑地を保全するとともに、涵
養機能を保持するため緑化を推進する。

30
湧水地及び地下ダムの保全・管理により、健全な水循環の保持と
利用に努める。

沖縄県 沿岸7市町村

与
那
原
町

農
林
水
産
部

関係行政機関

北
中
城
村

沖
縄
市

観
光
商
工
部

う
る
ま
市

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
№

西
原
町

土
木
建
築
部

文
化
環
境
部

企
画
部

福
祉
保
健
部

概要（詳細は港湾課のホームページに掲載）

南
城
市

中
城
村
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区

分 
対策項目 № アクションプラン 

31 陸域からの汚濁負荷削減（水環境－外部負荷対策） 

32 事業による環境影響の低減 

33 貴重な生物の保全 

生物の生育・生息環境の 

保全・管理 

34 湿地・干潟・ビーチ等の保全・管理 

35 河川・小排水路の改修 

36 河口閉塞対策の実施 

37 護岸の整備・管理 

生
物
の
生
育
・
生
息
環
境
の
観
点

生物の生育・生息環境の 

再生・創出 

38 湿地・干潟・ビーチ等の再生・創出 

39 河川・小排水路の改修 

40 海岸・護岸の整備・管理 親水性の向上 

41 人工護岸・消波ブロックの撤去 

42 中城湾港沿岸施設の整備・管理 

43 生物観察場の整備 魅力の向上 

44 利用可能場所についての広報 

45 陸域からの汚濁負荷削減（水環境－外部負荷対策） 

46 清掃活動の実施 

47 不法投棄対策の実施 
環境美化 

48 クリーン指導員等の設置 

海岸の安全対策 49 安全措置 

50 駐車場の整備・管理 

良
好
な
触
れ
合
い
環
境
の
観
点 

アクセス性の向上 
51 アクセス道路の整備 

52 環境学習の実施・支援 
環境学習 

53 環境教育プログラムの普及・支援 

54 イベントの実施・支援 
興味・関心の高揚 

55 情報の公開・配信 

56 水質・生物等の調査・監視 

57 住民意識調査アンケートの実施 情報の収集 

58 事業に伴う監視調査の実施 

59 行政間の連携 

共
通
の
観
点 

関係機関との連携 
60 自治会やＮＰＯ等との連携 
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実施中 計画中 
今後

検討

実績 

あり 

➢ 計画の推進期間内（H19～H28）は、着色部を増やす努力をします。 

31
陸域からの汚濁負荷（外部負荷）を削減し、生物の生育・生息環
境を保全・管理する。

32
事業に伴う環境影響を低減するため、適切な保全措置を講じるよ
う指導を行う。

33
中城湾港に生育・生息している貴重種をはじめ生物に関する保全
対策を行う。

34
事業実施時には生物の生育・生息環境に配慮し、湿地・干潟・
ビーチ等の保全・管理を行う。

35
コンクリートの３面張り護岸を多自然川づくりに改修すること
で、生物の生育・生息環境を再生・創出する。

36
河口閉塞による水質悪化が生物の生育・生息環境を劣化させてい
ることから、浚渫等による閉塞対策を講じる。

37
生物に配慮した護岸を整備・管理することにより、生物の生育・
生息環境を再生・創出する。

38
陸地化しつつある湿地や干潟の整備、人工干潟やビーチの創出、観察場の整
備により、生物の生育・生息環境の再生・創出を図る。

39
コンクリートの３面張り護岸から、多自然川づくりに改修するこ
とで親水性を向上させる。

41
埋立地の背後となり防波等の役目を終えて不要になった人工護岸
や消波ブロックを撤去することで親水性を向上させる。

42
人工ビーチ、マリーナ及び後背地の整備・管理により中城湾港の
魅力を向上させる。

43
野鳥園等の生物観察場を整備することにより、中城湾港の魅力を
向上させる。

44
中城湾港の利活用ができる場所についての広報を行い、周知を図
る。

45
陸域からの汚濁負荷（外部負荷）を削減し、良好な触れ合い環境
を保全する。

46 海岸等の清掃活動を実施することにより、環境美化を行う。

47
不法投棄パトロールの実施や意識啓発の看板の設置を実施するこ
とにより、不法投棄を防止し、環境美化に貢献する。

48
クリーン指導員等を設置することにより、環境美化に対する意識
啓発を行う。

49
海岸巡視により、海岸管理を徹底する。また、老朽化した護岸等
を改修し、海岸を安全に利用できるようにする。

50
駐車場を整備・管理することにより海岸へのアクセス性を向上さ
せる。

51
アクセス道路を整備することにより、海岸へのアクセス性を向上
させる。

52
底生生物や鳥類等の観察会、水質調査やゴミ調査等による環境学
習を実施・支援し、中城湾港の環境保全への意識啓発を図る。

53
環境教育を地域住民に普及させるために、環境教育プログラムの
作成のための支援を行う。

54
中城湾港に関するイベントの実施・支援を行い、港に対する興味
関心を高揚させる。

55
ホ－ムペ－ジやパンフレットを活用した広報を実施し、中城湾港
の環境保全に対する興味関心を高揚させる。

56
公共用水域や事業場からの排水の水質調査を行ったり、生物観察
による環境診断等の監視を行う。

57
中城湾港の環境保全に関する住民意識アンケートを実施すること
により、環境意識の程度を把握する。

58
事業に伴う環境影響について、環境監視調査を実施することによ
り、情報を収集する。

59
沖縄県及び沿岸7市町村やその他関係行政機関との連携により、
委員会等を設け、中城湾港の環境保全を推進する。

60
自治会やＮＰＯをはじめとする、中城湾港に係る多種多様な主体
の連携により、港湾環境の保全・利用を図る。

北
中
城
村

土
木
建
築
部

文
化
環
境
部

福
祉
保
健
部

農
林
水
産
部

企
画
部

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
№

う
る
ま
市

観
光
商
工
部

沖
縄
市

中
城
村

西
原
町

与
那
原
町

概要（詳細は港湾課のホームページに掲載）

南
城
市

親水性に配慮した利活用しやすい護岸を整備するとともに、既存
の海岸・護岸の管理を行う。

関係行政機関

沖縄県 沿岸7市町村

40
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4．4  アクションプランの策定に係る関係行政機関 

アクションプランは、下表に示す県及び沿岸 7 市町村の関係行政機関（平成 19 年 3 月現在）で構成

する「中城湾港行政連絡会」において策定しました。 

平成 19 年度より、中城湾港港湾管理者は、新たに「中城湾港環境保全対策報告検討会（仮称）」

（図 4-1、p42）として引き続き開催し、アクションプランを実施するとともに、適宜拡充・見直し

を行い、「中城湾港港湾環境保全計画」の推進に努めます。 

（順不同） 

区

分 
部名 ＮＯ． 課名（所名） 電話番号 

1 港湾課 （０９８）８６６－２８８０ 

2 河川課 （０９８）８６６－２４０４ 

3 下水道課 （０９８）８６６－２２４８ 

4 海岸防災課 （０９８）８６６－２４１０ 

5 中城湾港建設事務所 （０９８）９３８－７７１１ 

6 下水道管理事務所 （０９８）８９８－５９８８ 

7 中部土木事務所 （０９８）８９８－５８００ 

土木建築部 

8 南部土木事務所 （０９８）８６６－１１２９ 

9 環境政策課 （０９８）８６６－２１８３ 

10 環境整備課 （０９８）８６６－２２３１ 

11 環境保全課 （０９８）８６６－２２３６ 
文化環境部 

12 自然保護課 （０９８）８６６－２２４３ 

13 中部福祉保健所 （０９８）９３８－９８８６ 

福祉保健部 
14 南部福祉保健所 （０９８）８８９－６３５１ 

15 農地水利課 （０９８）８６６－２２８５ 

16 農村整備課 （０９８）８６６－２２９０ 

17 営農支援課 （０９８）８６６－２２８０ 

18 畜産課 （０９８）８６６－２２６９ 

19 漁港漁場課 （０９８）８６６－２３０５ 

20 水産課 （０９８）８６６－２３００ 

21 中部農林土木事務所 （０９８）９３２－８１１１ 

農林水産部 

22 南部農林土木事務所 （０９８）８６７－２７７０ 

23 企業立地推進課 （０９８）８６６－２７７０ 

観光商工部 
24 産業政策課 （０９８）８６６－２３３０ 

沖
縄
県 

企画部 25 企画調整課 （０９８）８６６－２０２６ 
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区

分 
部名 ＮＯ． 課名（所名） 電話番号 

26 下水道建設課 （０９８）９７８－４０６１ 
建設部 

27 下水道管理課 （０９８）９７８－３６８５ 

市民部 28 環境課 （０９８）９７３－５５９４ 

29 畜水産課 （０９８）９６５－５６２４ 

う
る
ま
市 

経済部 
30 農村整備課 （０９８）９６５－５６２２ 

東部海浜開発局 31 計画調整課 内線２６７４

市民部 32 環境課 内線２２２２

建設部 33 下水道課 内線２５３２

沖
縄
市 

経済文化部 34 農林水産課 

（０９８）９３９－１２１２ 

内線３２３２

35 上下水道課 内線１１６ 

36 企画開発課 内線３２４ 

37 建設課 内線４０１ 

38 産業振興課 内線４１２ 

北
中
城
村 

― 

39 生活環境課 

（０９８）９３５－２２３３ 

内線２７２ 

40 都市計画課 内線２７０ 

41 企画課 内線３００ 

42 建設経済課 内線２８０ 

43 住民生活課 

（０９８）８９５－２１３１ 

内線２２０ 

中
城
村 

― 

44 生涯学習課 （０９８）８９５－３７０７ 

45 健康衛生課 （０９８）９４５－５０１３ 

46 産業課 （０９８）９４５－４５４０ 

47 上下水道課 （０９８）９４５－４９３４ 

西
原
町 

― 

48 土木課 （０９８）９４５－４４１５ 

49 企画総務課 （０９８）９４５－５３２３ 

50 上下水道課 （０９８）９４５－３０１７ 

与
那
原
町 

― 

51 まちづくり課 （０９８）９４５－７２４４ 

上下水道部 52 施設課 （０９８）９４６－８９９４ 

53 産業振興課 （０９８）９４８－１１９０ 

産業建設部 
54 都市建設課 （０９８）９４８－２１４１ 

市民福祉部 55 生活環境課 （０９８）９４６－８９８１ 

南
城
市 

総務企画部 56 まちづくり推進課 （０９８）９４８－７１１０ 
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第4章  計画の推進 

 

 

 

1 推進体制 

平成 19 年度より、中城湾港港湾管理者は、「中城湾港港湾環境保全計画」の目標（p32）の

達成に向けて、行政、地域住民、事業者、ＮＰＯ及び学識経験者が連携する「中城湾港環境保全

対策報告検討会（仮称）」（以下「報告検討会」という。）を設置します。 

報告検討会では、各参加主体が実施するアクションプランの実施状況及び環境監視結果を報告し、

ＰＤＣＡサイクル【Plan（計画）－Do（実行）－Check（点検）－Action（改善）】（p46～47）

の流れに沿って、適宜拡充・見直しを行います。拡充・見直しに当たっては、必要に応じて学識

経験者等の指導・助言を得て、アクションプラン及び環境監視に反映させることとします。 

また、中城湾港の環境保全に関するその他の委員会・協議会等と情報交換を行い、より確実な

「中城湾港港湾環境保全計画」の推進に努めます（図 4-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 計画の推進体制 

第 4 章 計計画画 のの推推進進   

中城湾港環境保全対策報告検討会（仮称）

比屋根湿地・

泡瀬地区海岸

環境改善推進

協議会（仮称）

中城湾港 

（泡瀬地区） 

環境保全・創造 

検討委員会 

その他適宜追加 

中城湾港（西原

与那原地区） 

水路内環境 

保全協議会 

（MTP） 

情
報
交
換

情
報
交
換

情
報
交
換 

情
報
交
換 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
●沖縄県 

●うるま市、沖縄市、

北中城村、中城村、

西原町、与那原町、

南城市 

中城湾港港湾 

環境保全計画 泡瀬地区環境 

利用学習推進 

連絡会 情
報
交
換

比屋根湿地・ 

泡瀬地区海岸 

整備専門部会 

情
報
交
換
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2 環境監視項目 

2．1  地域住民主体の環境監視項目 

（1） 生物の生育・生息環境 

① 生物を用いた環境の診断 

「中城湾港港湾環境保全計画」の推進に向けて、関係者のみでなく、広く一般の人々（地域住民や

ＮＰＯなど）にも参加してもらうため、“環境の診断”に用いることのできる代表的な生物を

示しました。 

生物には、図 4-2に示すような「健全な場」に多く見られる生物と、逆に図 4-3（p44）に示す

ような「汚濁した場」に多く見られる生物がいます。これらの生物の増減を継続して観察して

いくことで、その場の環境が好循環の傾向にあるのか悪循環の傾向にあるのかを判断することが

できます（図 2-1、p5）。 

南城市（旧玉城村
たまぐすくそん

・新原
ミーバル

ビ－チ）での汚水処理施設への接続世帯数増加に伴う貝類の増加は、

環境が好循環へ移行したことを示す好例です。このように、中城湾港の環境の状況を把握する

ため、身近な海浜や干潟、河川域の生物を観察していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 「健全な場」の状況及びその場を代表する生物 

「健全な場」の状況 

 陸域からの汚濁水の流入が過剰でない。 

 流入負荷と堆積･分解のバランスが良好に保たれている。 

 汚濁が進行していない。 

 多様性のある生物相がみられる。 

 生態系の安定性が保たれている。 

「健全な場」を代表する生物 

＜泥質干潟＞ ＜砂質干潟＞

＜礫質干潟＞ ＜河川域＞

トカゲハゼ イソハマグリ

ヨシノボリ類ヒメアサリ 
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図 4-3 「汚濁した場」の状況及びその場を代表する生物 

 

② 中城湾港における特有な生物の監視調査 

沖縄県土木建築部港湾課及び観光商工部企業立地推進課が毎年継続して調査を行っている中城

湾港におけるトカゲハゼ及び与那原地区のヒジキの監視調査結果等を、今後の中城湾港の事業の

計画や実施に伴う環境評価に活用します（図 4-4）。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

図 4-4 中城湾港における特有な生物（トカゲハゼ、ヒジキ）の監視調査結果 

「汚濁した場」の状況 

 陸域からの汚濁水の流入が過剰である。 

 流入負荷と堆積･分解のバランスが崩壊している。 

 汚濁が進行している。 

 生物多様性が損われている。 

 生態系の安定性が保たれていない。 

ユスリカ類

ゴカイ類

＜泥質・砂質・礫質の干潟＞ 

巨大化したアオサ類

＜河川域＞

「汚濁した場」を代表する生物 

サカマキガイ

出典）沖縄県土木建築部港湾課及び観光商工部企業立地推進課資料（平成 5～18 年度） 

与那原地区におけるヒジキの生育被度の経年変化

（繁茂期(3 月)における生育被度） 

中城湾港におけるトカゲハゼの生息数の経年変化

（成魚個体数） 
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2．2  行政主体の環境監視項目 

（1） 水環境 

中城湾港では、沖縄県文化環境部が水質汚濁防止法に基づく常時監視として、図 4-5に示す 7

地点及び主要な海水浴場において、毎年水質調査を実施しています。 

水環境の状況を把握するため、この水質測定結果を活用することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 環境監視に用いる水質測定点 

 

 

（2） 良好な触れ合い環境 

現地踏査やアンケートにより、中城湾港における「良好な触れ合い環境」の場としての回復状

況や、利用者の増加による環境負荷（不法投棄等）の状況を把握します。 

 

2．3  環境監視体制の充実及び調査研究の促進 

アクションプランの実施状況及び環境監視結果をもとに、目標達成に向けて、必要に応じて環

境監視体制の充実及び調査研究の促進（水質浄化や生物の監視方法等）を図ります。 

 

 

3 アクションプランの実施状況及び環境監視結果の公表 

アクションプランの実施状況及び環境監視結果については、沖縄県土木建築部港湾課のホーム

ページに掲載し、関係者及び地域住民への周知と啓発を図り、より確実な「中城湾港港湾環境保

全計画」の推進に努めます。

Ｎ

参考）「水質測定結果」（沖縄県文化環境部）

【凡例】 

：環境基準点 

：補助測定点 

：主要な海水浴場 

：市町村界 

：河川・小排水路 

：港湾区域 
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中城湾港港湾環境保全計画における【ＰＤＣＡサイクル】の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ（計画） ＤＯ（実行） 

アクションプランの実施 

水環境の観点 

生物の生育・生息

環境の観点 

良好な触れ合い

環境の観点 

●外部負荷対策 

●内部負荷対策 

●健全な水循環の保持 

●生物の生育・生息環境の 

保全・管理 

●生物の生育・生息環境の 

再生・創出 

●親水性の向上 

●魅力の向上 

●環境美化 

●海岸の安全対策 

●アクセス性の向上 

・ 海域へ流入する汚濁

負荷の削減 

・ 海域におけるＣＯＤ

上昇の抑制 

・ 生物の生育・生息環境

の保全・創出 

・ 良好な触れ合い環

境の保全・創出並び

に利活用の促進 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

≪目標≫ 

≪目標≫ 

≪目標≫ 

【p32】 【p36～39】 
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アクションプランの拡充・見直し 

 

ＣＨＥＣＫ（点検） 

環境監視 

●生物を用いた環境の診断

（行政、一般の方々：地域

住民やＮＰＯなど） 

 

●中城湾港における特有な

生物の監視調査 

（行政など） 

●現地踏査・アンケート 

（行政など） 

中

城

湾

港

環

境

保

全

対

策

報

告

検

討

会

（
仮

称

） 

 

共
通
の
観
点
（
環
境
学
習
、
興
味
・
関
心
の
高
揚
、
情
報
の
収
集
、
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

●水質調査 

（行政など） 

【p43～45】 
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【参考 1】中城湾港港湾環境保全計画検討委員会 委員名簿（平成 16～18 年度） 

 【学識経験者】　（平成16年度～平成18年度）　　　　　　　　 （委員長及び副委員長以下五十音順・敬称略）

所  属  ・  職　名 専　門　分　野

1 ◎香村　眞徳 琉球大学名誉教授 海藻草類

2 ○津嘉山　正光 琉球大学名誉教授 海岸工学

3 　大森　保 琉球大学理学部教授 水質

4 　小澤　宏之 （財）沖縄県環境科学センター技師 貝類

5 　小野　尋子 琉球大学工学部助手 地域計画

6 　小濱　哲 名桜大学大学院観光環境領域教授 観光経済学

7 　新城　和治 元琉球大学教授 陸域植物

8 　当真　武 元沖縄県海洋深層水研究所長 海藻草類

9 　仲宗根　幸男 琉球大学名誉教授 水生生物

10 　西平　守孝 名桜大学国際学部教授 サンゴ類

11 　宮城　邦治 沖縄国際大学総合文化学部教授 環境教育

12 　吉永　安俊 琉球大学農学部教授 水利環境学

【行政委員】　（平成16年度）

所  属  ・  職　名 備　考

1 　酒井　洋一 内閣府沖縄総合事務局開発建設部港湾計画課港湾環境技術指導官

2 　福治　嗣夫 沖縄県企画開発部次長

3 　上間　仁 沖縄県文化環境部次長

4 　国吉　秀治 沖縄県農林水産部部次長 第２回委員会より参加

5 　首里　勇治 沖縄県土木建築部次長

6 　高良　武 沖縄市助役

7 　松野　義勝 勝連町助役

　安里　政紀 北中城村助役 第１回委員会に参加

　大城　盛次郎 北中城村助役 第２回委員会に参加

9 　宮城　清 中城村助役

10 　金城　盛功 具志川市助役 第２回委員会より参加

11 　佐久川　政信 佐敷町助役 第２回委員会より参加

12 　玉代勢　兼勇 知念村助役 第２回委員会より参加

13 　宮平　正和 西原町助役 第２回委員会より参加

14 　屋比久　孟尚 与那原町助役 第２回委員会より参加

所  属  ・  職　名 備　考

1 　酒井　洋一 内閣府沖縄総合事務局開発建設部港湾空港指導官

2 　三宅　光一 内閣府沖縄総合事務局開発建設部那覇港湾・空港整備事務所長

3 　東江　隆美 沖縄県企画部企画調整統括監 （組織改編）

4 　金城　清光 沖縄県農林水産部農漁村基盤統括監 （組織改編）

5 　上間　仁 沖縄県文化環境部環境企画統括監 （組織改編）

6 　首里　勇治 沖縄県土木建築部土木整備統括監 （組織改編）

7 　石川　邦吉 うるま市助役 （石川市・与那城町・勝連町・具志川市が合併）

8 　高良　武 沖縄市助役

9 　大城　盛次郎 北中城村助役

10 　比嘉　盛行 中城村助役

11 　宮平　正和 西原町助役

12 　屋比久　智幸 与那原町総務課長

13 　山内　昌治 南城市産業建設部長 （佐敷町・大里村・玉城村・知念村が合併）

所  属  ・  職　名 備　考

1 　成瀬　英治 内閣府沖縄総合事務局開発建設部港湾空港指導官

2 　三宅　光一 内閣府沖縄総合事務局開発建設部那覇港湾・空港整備事務所長

3 　上里　至 沖縄県企画部企画調整統括監

4 　金城　清光 沖縄県農林水産部農漁村基盤統括監

5 　上間　仁 沖縄県文化環境部環境企画統括監

6 　知念　盛男 沖縄県土木建築部土木整備統括監

7 　石川　邦吉 うるま市助役

8 　島袋　芳敬 沖縄市助役

9 　大城　盛次郎 北中城村助役

10 　比嘉　盛行 中城村助役

11 　宮平　正和 西原町助役

12 　津嘉山　斉 与那原町助役

13 　與那嶺　紘也 南城市助役

　　　　氏　名

　　　　氏　名

　　　　氏　名

　　　　氏　名

【行政委員】　（平成18年度）

※注：◎は委員長を、○は副委員長を示す。

【行政委員】　（平成17年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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平成 16 年度 第 1回中城湾港港湾環境保全計画検討委員会             （平成 16 年 10 月 29 日）

審議内容 
・中城湾港港湾環境保全計画策定について 
・中城湾港の現状について 
・中城湾港港湾環境保全計画策定における課題と中城湾港港湾環境保全計画骨子作成について 

指摘事項 
・参画委員の拡充（農林水産部、中城湾港沿岸部での未参画市町村の参画）が必要である。 
・環境監視に際しての生物指標は、貴重種のみならず普通種も対象とするべきである。 
・アクションプランは実行性が重要である。 

平成 16 年度 第 1回中城湾港行政連絡会                     （平成 17 年 1 月 26 日）

審議内容 
・中城湾港内での水環境について 
・行政連絡会での取組みについて 
・関係行政機関の協力・連携、国土交通省環境行動計画モデル事業について 

指摘事項 ・参画委員の拡充（沖縄県土木建築部中部土木事務所、南部土木事務所）が必要である。 

平成 16 年度 第 2回中城湾港港湾環境保全計画検討委員会             （平成 17 年 3 月 29 日）

審議内容 
・中城湾港港湾環境保全計画策定にあたっての基本方針(案)等について 
・対策効果の確認等について（案） 

指摘事項 

・陸域からの汚濁負荷については、具体的な対策の検討とその根拠となる科学的検討が必要である。
・地域住民の参画のため、観察会やその発表の場を設けるとともに、地域住民が理解しやすい生物指標

に用いる種の選定を検討する必要がある。 
・港湾環境の保全のみならず、利用の検討も必要である。 

 
平成 17 年度 第 1回中城湾港港湾環境保全計画検討委員会    （平成 18 年 2 月 1日）

審議内容 

・中城湾港港湾環境保全計画策定までの検討内容について 
・中城湾港の環境の現状と課題について 
・現地調査結果（中間報告）について 
➢ 現地視察（うるま市勝連城跡～南城市ウェルサンピア沖縄） 

指摘事項 

・アクションプランについては、具体的な場所と利用内容を示し、保全だけでなく創造という取組み
も加えた方が良い。 

・環境監視に際しての生物指標は、例えば海の生物だけではなく、植物も含め海浜や海岸域の生物と
いった多様な視点から選定する必要がある。 

平成 17 年度 第 1回中城湾港行政連絡会 （平成 18 年 2 月 14 日）

審議内容 
・行政連絡会の位置付けと委員会での検討内容について 
・アクションプランの全国事例と中城湾港におけるアクションプランのイメージについて 

指摘事項 
・陸域からの汚濁負荷については、畜産施設、ノンポイントソースからの負荷や道路における降雨初

期の排水等の影響についても検討を行った方が良い。 

平成 17 年度 第 2回中城湾港港湾環境保全計画検討委員会 （平成 18 年 3 月 29 日）

審議内容 
・中城湾港港湾環境保全計画（素案）について 
・中城湾港の環境の現状と課題について 
・現地調査結果について 

指摘事項 
・中城湾港を、保全する場、利活用する場に分ける必要がある（ゾーニングの必要性）。 
・アクションプランは、具体的な場所を提示し、陸域からの汚濁負荷や水質等の解析結果をもとに検

討する必要がある。 

 
平成 18 年度 中城湾港港湾環境保全計画に係るﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ＷＧ） （平成 18 年 10 月 31 日、12 月 11 日）

審議内容 ・実務担当者レベルでのアクションプランの検討（ＷＧは平成 18 年度のみ実施） 

指摘事項 ・参画委員（課、機関）を拡充する必要がある。 

平成 18 年度 第 1回中城湾港港湾環境保全計画検討委員会 （平成 18 年 12 月 22 日）

審議内容 
・中城湾港港湾環境保全計画（案）全体について 
・アクションプランについて（ＷＧの結果を踏まえて経過報告） 
・中城湾港の環境の現状と課題について（汚濁負荷削減効果と水質の関係、生物指標の選定） 

指摘事項 
・環境学習には、環境省・国土交通省の視点に加え、文部科学省の視点も必要である。 
・各アクションプランを各関係行政機関が拡充しながら、取組んで実施していくということを明記す

る必要がある。 

平成 18 年度 第 1回中城湾港行政連絡会 （平成 19 年 1 月 31 日）

審議内容 
・これまでのＷＧ・委員会・行政連絡会での審議結果について 
・アクションプラン（案）の決定（各課での最終確認） 

指摘事項 ・アクションプランの「実績あり」、「実施中」の区分を明確にする必要がある。 

平成 18 年度 第 2回中城湾港港湾環境保全計画検討委員会 （平成 19 年 3 月 26 日）

審議内容 
・中城湾港港湾環境保全計画（案）全体について 
・今後の運用方針について 

指摘事項 
・当事者意識をもてるキャッチフレーズを検討する必要がある。 
・計画を計画で終わらせない工夫が必要である。 

【参考 2】中城湾港港湾環境保全計画策定までの審議内容・指摘事項（平成 16～18 年度） 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 城 湾 港 港 湾 環 境 保 全 計 画  

平成 19 年 3 月 策定 

編集・発行 沖縄県 

担 当 部 署 沖縄県土木建築部港湾課 

        沖縄県文化環境部環境政策課 

        〒900-8570 那覇市泉崎 1-2-2 

        電話：（098）866-2333（代表） 

 協力 いであ（株）・（株）沖縄環境保全研究所共同企業体 

 印刷 （株）翔コピーセンター 

本紙は再生紙を使用しています。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与那原町雨乞森より中城湾港の日の出を臨む   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

うるま市 新港地区におけるマングローブ林 南城市 “あざまサンサンビーチ”の全景 

沖縄市 泡瀬地区におけるクビレミドロ 

    （絶滅危惧Ⅰ類／環境省、沖縄県） 

うるま市 新港地区におけるトカゲハゼ 

     （絶滅危惧ⅠＡ類／環境省、沖縄県） 

南城市 冨祖崎公園前の干潟における潮干狩り 西原町 西原マリンパークにおける 

    “きらきらビーチ”のにぎわい 




